[image: image4.png]




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
秘密保護法は撤廃へ、生活保護法は具体化を許さない
先の臨時国会では、２つの保護法が制定、改悪されました。制定された１つは、秘密保護法です。改悪されたもう１つは、生活保護法です。同じように最後に保護法とついているこの２つの法律は、安倍政権の姿勢をはっきり特徴づけるものです。日本を再び「戦争する国」にするのと社会保障の切り下げです。
１、秘密保護法
安倍政権は国家安全保障会議（日本版ＮＳＣ）設置法に続いて、１２月６日に、この活動のために国民の目、耳、口をふさぐ秘密保護法の成立を強行しました。過去の侵略戦争を反省するどころか、日本を再び「戦争する国」にする策動を、日本国民は望みませんし、国際的にも通用しないことです。
　憲法の前文に書かれている「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こる事のないよう」にと決意したのは一体何なんでしょうか。
　安全保障の妨げになるというだけで、特定秘密の範囲がどこまでも広げられ、公務員だけでなく一般国民にも重罰が科せられる秘密保護法の危険は重大です。
　日本共産党は、戦前の野蛮な天皇制政府の下で、侵略戦争に反対し、国民が主人公の政治実現のために闘いました。戦後つくられた憲法には戦争放棄や主権在民の原則が盛り込まれました。
　憲法違反の秘密保護法をこのまま見過ごすことは出来ません。憲法の国民主権、基本的人権、平和主義の原則を守り生かすために、秘密保護法は撤廃すべきです。２、生活保護法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｐ生活保護が必要な人を保護から遠ざけ、憲法２５条の生存権を空洞化する生活保護法の改悪と「生活困窮者自立支援法」が６日の衆院本会議で成立しました。
日本共産党は、生活保護法の改悪では、申請にあたって書類提出を義務付け、親族の扶養義務を強化しており、保護申請を締め出す違法な｢水際作戦｣を合法化するものだと指摘し、「生活困窮者自立支援法」は、「中間的就労」の名で保護から追い出すものだとして反対しました。

その他に、社会保障制度改悪の方向と工程を盛り込んだ「社会保障プログラム法」が５日の参院本会議で成立しました。日本共産党が、反対する理由の第一は、憲法２５条に基づく社会保障という考え方を完全に放棄し、国民を無理やり「自助」に追い込む宣言にほかならないからです。第二は、医療・介護・年金など社会保障の全分野にわたる制度改悪の実行を政府に義務づけていることです。第三は“消費税の増税分を社会保障に”という｢一体改革｣の偽りの看板を投げ捨て､社会保障の理念と制度を根底から掘り崩すからです｡　
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月３４００円　　日曜版　月８００円
桑名市議団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/　　　　　

ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野宅）　　
星野公平の１２月議会の一般質問（１２月１１日予定）
１、　 特命副市長の業務執行の姿勢について（福祉の心はあるのか）
（１） ２０１３年９月１８日、東京大学で、損保ジャパンの寄付講座、国際シンポジウム「国民の診療データは私たちの健康と社会を救うか」が開催され、「桑名市副市長の田中謙一氏は、ドイツの社会保険・医療被保険者番号の運用と桑名市の医療福祉介護連携について紹介し、公私立病院を統合する全国初のプロジェクトなどハード面の整備とともに、他職種間の『顔の見える関係作り』や情報共有などソフト面の必要性など、思いを熱く語られました。」と紹介されています。

　ユーチューブを見て、最初に耳に飛び込んできたのが、「厚生行政の歴史の中で、最大の失敗は老人医療費の無料化」だと副市長が言っている事でした。その後、何度も聞き直し、次の５点ほど納得のいかない点がありましたので、誤解の無いように副市長に説明を求めます。
1 「厚生労働省は非常に若手職員が夜遅くまで働いております」（だからといって桑名市の職員を夜遅くまで働かせていいのか）
2 「日本は社会保険の抑制に成功している」

3 「厚生行政の歴史の中で、最大の失敗は老人医療費の無料化」（本音なのか）
4 「桑名市は津市に対して良い感情がなく、三重県人という意識がない」

5 「職員に市町村の役割はこれまでプレーヤーだったが、これからはマネージャーになれと言っている」
２、　 教育問題について教育長、教育委員長、（市長）の見解を問う

（１） 全国学力・学習状況調査の学校別公表の容認について

（２） 再来年から始めようとしている「土曜授業」について

（３） 安倍政権が再度持ち出してきた「道徳の教科化」について
３、　 年度末に出来上がる「新水道ビジョン」について
（１） 桑名、多度、長島の水を融通する「水道の一元化」の目的と財源について
（２） リニア中央新幹線で水源は大丈夫か（桑名からリニア・ノ―の声を）

４、　 建築審査会について

（1） 公開性・基準作成について（市内の病院とグループホーム建設に関連して）
桑名市議会　１２月３日に秘密保護法制定中止を緊急上程
市長の議案説明・報告の後、議員提出議案第９号「『特定秘密の保護に関する法律』の制定中止を求める意見書」が上程されました。石田正子議員が提案説明をし、伊藤研司・星野公平議員が賛成討論をしました。（以下は星野の賛成討論より抜粋）
やっとこの意見書、桑名市議会に上程されることになりました。まずは、各派代表の皆さん、議会運営委員会の皆さんにお礼申し上げます。
私は、「特定秘密の保護に関する法律案の概要」に対する意見書を９月市議会開催中の９月１７日に内閣官房内閣情報調査室「意見募集」係に提出しました。もちろん法案の制定に反対です。（読み上げた内容は省略）

臨時国会は今週６日(金曜日）が会期末です。すでに数の力で衆議院は通過しました。良識の府、参議院が国民の声をちゃんと聞いて、平和を守る判断を求めたいと思います。与党、自民党公明党は、私たち国民の目、耳、口をふさぐ「秘密保護法案」の参院での今週中の可決・成立を狙っており、情勢は緊迫しています。
　昨日の新聞などでも、一昨日（日曜日）の全国での「秘密保護法案」廃案への行動が報道され、「秘密保護法案」反対がアンケートの結果５０％を超えていると言われています。民意と政党の国会議員の数に大きな差が生じています。ここは、国民・市民の声を真摯に聞き、市民の代表である市議会として慎重な態度が求められます。従いまして、日本国憲法のめざしている精神にも相反する「特定秘密保護法」を制定しないよう強く求めるこの意見書提出には大賛成です。

議員各位のご賛同をよろしくお願いします。ありがとうございました。

結果は、賛成少数（１１名）（反対１７名）で否決されました。
マンデラ元大統領死去　南ア人種隔離を撤廃       ｐ南アフリカ共和国でアパルトヘイト（人種隔離）撤廃の運動を指導したマンデラ元大統領が５日亡くなりました。　１９１８年、英支配下の南ア生まれ。６０年に黒人解放組織「アフリカ民族会議」（ＡＮＣ）の非合法化を受け、６４年に終身刑を宣告され、２７年間、獄中から黒人解放を訴え続けました。　反アパルトヘイトのたたかいが進展する中９０年に釈放され、デクラーク大統領の白人政権との対話で、同年までにアパルトヘイト法すべてを撤廃させ、９３年に同大統領とともにノーベル平和賞を受賞。　９４年４月の全人種参加選挙を経て、黒人初の大統領に就任。白人・黒人との対立や格差の是正、経済不況からの回復のために尽力しました。           　　　　　　　　　　　　　ｐ日本共産党の志位委員長は６日、南アフリカのネルソン・マンデラ元大統領の死去にあたり、以下の弔電をジェイコブ・ズマ大統領に送りました。       　ｐ南アフリカ共和国のネルソン・マンデラ元大統領の死去の報に接し、ご遺族と南アフリカのすべての国民に深い哀悼の意を表します。マンデラ元大統領はＡＮＣ（アフリカ民族会議）の指導者として生涯を白人政権によるアパルトヘイト（人種隔離）の撤廃にささげ、２７年間獄中で不屈にたたかったのち、黒人初の大統領として人種・民族間の和解の国づくりをすすめました。その活動は、南アフリカだけでなく、民主主義、平等、人権をもとめる世界の人々を激励しました。南アフリカのみなさんがマンデラ元大統領の遺志をついで南アフリカの社会発展をいっそう前進させるよう心から願うものです。
天声人語がおもしろい　「鶴彬」と「山宣」
１２月初め（秘密保護法成立前夜）の朝日新聞の天声人語が面白かった。
１２月１日　「反戦川柳作家」鶴彬の「万歳とあげて行った手を大陸においてきた」を紹介。　石川県河北郡高松町（現かほく市）生まれの人であり、金沢に２年間住んでいた私にとって何となく親しみを感じる人。「およそ戦争は、権力者が始めて、若者がかり出される。名誉の戦死も負傷も、若い肉体の痛切な悲劇に他ならない。」と述べている。

１２月２日　　戦前、治安維持法に反対して１９２９年３月５日右翼に刺殺された、労農党代議士「山宣」こと山本宣治の紹介。かって朝日歌壇にのった「探梅の径のほとりにゆくりなく山宣墓所ありて手合わす」を紹介している。私も宇治市へ行って墓参りをしたことがある。墓碑銘「山宣ひとり孤塁を守る　だが私は淋（さび）しくない　背後には大衆が支持してゐるから」は、いまも多くの人の胸に刻まれ、たたかいを励まし続けています。「かくも反論沸騰の法案を、力ずくで通そうとする思い上がりは信じがたい。このままでは今週、この国は大きなカーブを曲がる。」と述べている。
「生存権がみえる会」（三重）が結成

１２月７日　いよいよ三重県で「生存権がみえる会」が結成されました。

目的は、「生活保護基準引き下げに反対し審査請求・裁判などの争訟を通じ、生存権の実質的な保障を得て、憲法で保障された健康で文化的な生活が見える社会を目指す。また、生活保護制度改悪に反対し、人間の尊厳にふさわしい生活保護制度を求め、理解を広げる。健康で文化的な生活を送ることができるよう、最低賃金の引き上げや最低保障年金制度など、生活保護制度とともにナショナルミニマムの確立をすすめる運動とも連携して取り組む。」となっています。

具体的な事業活動として、学習会やニュースの発行、カンパ・募金活動などが会則に書かれています。

三重短大（津市）の三宅裕一郎教授が会長に就き「生活保護受給者の実態は一般市民に認識されていないどころか、逆にバッシングされるとんでもない社会だ。社会の空気を変えていく活動をいま進めなければならない」とあいさつした。全国で呼び掛けをしている井上英夫・金沢大名誉教授（生存権裁判支援全国連絡会会長）が「安心して暮らせる社会めざして」と題して講演されました。
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ウィキペディアより　　　　　　　中日新聞より　　　　　　　　　　　　井上先生講演の模様
Ｎｏ．２００　　　　２０１３年１２月１２日


発行　　　　日本共産党桑名市議員団 　☎２４－１３１０


発行場所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室


自宅　　　　桑名市立花町１－１４－７ 　☎２２－２９７５












































日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース
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